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ネットジャーナル「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」 
 

金融政策･市場の動き（９月） 
～市場は新政権の政策見極めに： 

人事、予算編成、自民党の政策変化などに注目 

 
 

 

 

 

国内経済・金融市場とも引き続き海外

経済などの外部要因に大きく左右され

そうだが、新政権への評価も今後影響

を与えそうだ。組閣人事、予算編成の

行方などが当面注目だ。 

 

（日銀金融政策）日銀は「政権が変わ

ったからといって金融政策に変更はな

い」との主張を繰り返している。民主

党からの発言を見ていると、自民党よ

り日銀の政策に対する理解はあるよう

にも思えるが、実態は未知数。今後の

経済情勢の中で揺れる可能性は十分に

ある。 

（長期金利）長期金利は、海外長期金

利低下、円高、デフレ進行を背景に低

下が続いている。当面低位安定が続き

そうだ。 

 

（為替）当面、円ドルレートは、先行

き楽観論の修正、民主党政権の政策運

営に絡んでドル運用の見直しへの思惑

が高まることで円高が意識されやすい

だろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。 

●ニッセイ基礎研究所「Ｗｅｅｋｌｙエコノミスト・レター」２００９年９月４日号 

要  旨 

市場は新政権の政策見極めに、外国人投資の日本買いが戻るか？ 
投資保有別株式保有状況 
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ネットジャーナル「経済・金融フラッシュ」 
 

法人企業統計09年 4-6 月期 
～企業収益は持ち直すも依然低水準 
 

 

 

 

経常利益の水準はピーク時の 3 分の 1

にとどまる 

財務省が 9 月 4 日に公表した法人企業統

計によると、09 年 4-6 月期の全産業（金

融業、保険業を除く、以下同じ）の経常

利益は前年比▲53.0％（09 年 1-3 月

期：同▲69.0％）と、8 四半期連続の減

少となった。 

引き続き大幅な減益となったが、原油を

はじめとした資源価格の下落に伴う変動

費の大幅な減少（1-3 月期：前年比▲

20.4％→4-6 月期：同▲17.5％）が続

く中、輸出の持ち直しに伴い売上高の減

少ペースが緩やかとなった（1-3 月期：

前 年 比 ▲ 20.4 ％ → 4-6 月 期 ： 同 ▲

17.0％）ため、減益幅は前期よりも縮小

した。 

 

4-6 月期・ＧＤＰ2 次速報は上方修正を

予測 

本日の法人企業統計の結果等を受けて、

9/11 公表予定の 4-6 月期ＧＤＰ2 次速

報では、実質ＧＤＰ成長率が前期比 1.0％

（前期比年率 4.1％）と、1 次速報（前

期比 0.9％、年率 3.7％）から上方修正

されると予測する。 

設備投資の需要側推計に用いられる法人企業

統計の設備投資（ソフトウェアを除く）は前

年比▲22.2％となり、1-3 月期の同▲

25.4％からマイナス幅が縮小した。法人企業

統計ではサンプル替えに伴う断層が生じるが、

この影響を調整してもマイナス幅の縮小は変

わらなかった。この結果を受けて、設備投資

は 1 次速報の前期比▲4.3％から同▲3.0％

へと上方修正されるだろう。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「経済・金融フラッシュ」の全文は、当事務所のホームページの「ネットジャーナル」よりご確認ください。 

●ニッセイ基礎研究所「経済・金融フラッシュ」２００９年９月４日号  

要  旨 

1 2 

経常利益の推移 09年4-6月期ＧＤＰ2次速報の予測 
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企業経営 TOPICS 統計調査資料 
 

法人企業統計調査 
年報(平成 20 年度)について 
 
 

 

 

 「年次別法人企業統計調査」は、我が国の営利法人等の決算計数をとりまとめたものである。

当調査結果から平成２０年度の企業動向（金融業、保険業を除く：郵政５社を除く）をみると、

売上高については、製造業、非製造業ともに減収となった。経常利益については、製造業、非製

造業ともに減益となった。また、設備投資については、製造業、非製造業ともに減少となった。 

 

（注）１．営利法人等とは、合名会社、合資会社、合同会社及び株式会社並びに信用金庫、信用金庫連合会、

信用協同組合、信用協同組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、信用農業協同組

合連合会、信用漁業協同組合連合会、信用水産加工業協同組合連合会、生命保険相互会社及び損害

保険相互会社をいう。 

２．設備投資とは、調査対象年度中の有形固定資産（土地を除く）増減額及びソフトウェア増減額に

減価償却費及び特別減価償却費を加算したものである。 

３．平成 20 年度調査より金融業、保険業を調査対象に加えた。また、これに伴い「金融機関を子会

社とする純粋持株会社」を調査対象に加えた。 

４．平成 20 年度年次別調査より、日本郵政㈱、郵便事業㈱、郵便局㈱、㈱ゆうちょ銀行、㈱かんぽ

生命（以下「郵政５社」という。）を調査対象に加えた。 

 

[参 考] 

 この調査は、我が国の営利法人等を対象とした無作為抽出による標本調査（標本法人の調査結

果に基づいて母集団法人の推計値を算出したもの）である。 

 なお、下表は郵政５社を除いた数値である。また、下表の（ ）書きは、金融業、保険業を除

いた数値である。 
 

資本金区分 1,000 万円未満 
1,000 万円以上 

1 億円未満 

1 億円以上 

10 億円未満 
10 億円以上合計 合 計 

1,659,426 1,126,521 30,156 6,394 2,822,497 
母集団法人数(社） 

(1,628,524) (1,111,671) (28,742) (5,497) (2,774,434) 

8,416 12,475 11,005 6,394 38,290 
標本法人数(社） 

(6,312) (10,367) (9,591) (5,497) (31,767) 

5,618 9,319 8,854 5,876 29,667 
回答法人数(社） 

(4,242) (7,827) (7,728) (5,031) (24,828) 

66.8 74.7 80.5 91.9 77.5 
回答率(％） 

(67.2) (75.5) (80.6) (91.5) (78.2) 

● 財務省 ２００９年９月４日公表 

－ 報道発表 － 
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第１表 売上高の推移 

 

 

（１）売上高（金融業、保険業を除く：郵政５社を除く）（第１表、第１図） 

 売上高は 1,508 兆 2,072 億円で、前年度（1,580 兆 1,713 億円）を 71 兆 9,641 億円

下回り、対前年度増加率（以下「増加率」という）は△4.6％（前年度 0.9％）となった。 

 業種別の増加率をみると、製造業では、食料品、鉄鋼業などで増収となったものの、輸送用機

械、電気機械、一般機械などで減収となったことから、製造業全体では△5.7％（同 4.7％）と

なった。 

 一方、非製造業では、情報通信業、不動産業、電気業などで増収となったものの、卸売・小売

業、建設業、運輸業などで減収となったことから、非製造業全体では△4.1％（同△0.7％）と

なった。 

 資本金階層別の増加率をみると、10 億円以上の階層は△5.5％（同 4.0％）、1 億円～10 億

円の階層は△2.4％（同△5.2％）、1,000 万円～1 億円の階層は△6.5％（同 3.3％）、1,000

万円未満の階層は 6.5％（同△12.9％）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注） １．全産業及び非製造業は金融業、保険業を除く：郵政５社を除く。 

 ２．《 》書きは、「金融機関を子会社とする純粋持株会社」を除いた計数である。 

収益の状況  
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（２）経常利益（金融業、保険業を除く：郵政５社を除く）（第２表、第２図） 

経常利益は 35 兆 4,623 億円で、前年度（53 兆 4,893 億円）を 18 兆 270 億円下回り、増

加率は△33.7％（前年度△1.6％）となった。 

業種別の増加率をみると、製造業では、食料品などで増益となったものの、輸送用機械、電気機

械、化学などで減益となったことから、製造業全体では△57.4％（同 0.4％）となった。 

一方、非製造業では、サービス業などで増益となったものの、卸売・小売業、運輸業、建設業な

どで減益となったことから、非製造業全体では△14.6％（同△3.2％）となった。 

資本金階層別の増加率をみると、10 億円以上の階層は△39.8％（同△1.7％）、1 億円～10

億円の階層は△26.5％（同△9.2％）、1,000 万円～1 億円の階層は△20.3％（同△0.5％）、

1,000 万円未満の階層は△55.0％（同 67.9％）となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） １．全産業及び非製造業は金融業、保険業を除く：郵政５社を除く。 

 ２． 《 》書きは、「金融機関を子会社とする純粋持株会社」を除いた計数である。 

 
「法人企業統計調査 年報(平成 20 年度)について」の全文は、 

当事務所のホームページの「企業経営 TOPICS」よりご確認ください。 

第２表 経常利益の推移 
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企業経営情報レポート 
 

働き方の工夫で人件費を圧縮させる 

再雇用社員の賃金決定ポイント 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

雇用延長した社員の人件費圧縮は会社の急務 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

２つの公的給付の仕組み 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

雇用延長者の最適賃金の決定方法 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜参考文献＞ 

■「60 代社員の手取りを下げずに人件費を下げる方法教えます」佐藤敦 九天社 

■「わかる定年前後の手続きのすべて」中尾幸村／中尾孝子 新星出版社 

■「スタッフアドバイザー 2009 年 4 月号」税務研究会

ジャンル： 人事・労務 

ポ イ ン ト 
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1 
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 平成 18 年４月１日の高年齢者雇用安定法の改正により、65 歳までの雇用延長が義務化されました。

これにより社員が雇用延長を希望した場合は、会社はそれを拒否できないこととなりました。 

 ここで、問題になるのが人件費の増大です。年功序列型の賃金制度において、高齢者は高い給与水準

です。このまま高い給与を払い続けると、人件費負担が経営を圧迫して会社の存続にも影響しかねませ

ん。 

 しかし、安易に賃金の減額提示をすると、勤労意欲が低下したまま惰性で仕事に取り組んだり、不満

に思った社員が「労働条件の不利益変更だ」と会社を訴える姿勢を見せたり、あるいは、有能な社員は

早々に見切りをつけて他社へ転職する可能性もあります。 

 賃金を据え置く道を選べば人件費は増大を続け、逆に賃金を減額する道を選べば社員の意欲低下・ト

ラブルを招くなど、どちらを選んでも会社は相応のデメリットを覚悟しなければなりません。 

 しかし、「賃金を下げても、社員の手取額は下げない」ということが 60 歳代の社員には可能です。そ

れは、厚生年金から支給される在職老齢年金と雇用保険から支給される高年齢雇用継続基本給付金とい

う２つの公的給付が支給されるからです。 

 この２つの公的給付の利用を最大限活かしながら、会社が決定すべき「定年再雇用社員の賃金」につ

いて解説します。 

 

 

（１）高年齢者雇用安定法の改正 

 これまで、高年齢雇用安定法では、65 歳未満の定年制をとる事業主に対して、65 歳までの安定した

雇用確保措置を講ずる「努力義務」を定めていました。平成 18 年４月１日の改正により、65 歳までの

雇用確保措置を講ずることが「義務」づけられました。つまり、60 歳の定年年齢に到達しても、社員本

人が「会社に残りたい」と申し出た場合、会社はそれを拒否できないことになりました。 

 今回の法改正では、65 歳まで、段階的に雇用延長の義務年齢が引き上げられます。 

 

平成 21 年 4 月 1 日～平成 22 年 3 月 31 日 63 歳 

平成 22 年 4 月 1 日～平成 25 年 3 月 31 日 64 歳 

平成 25 年 4 月１日～ 65 歳 

 

 現在は 63 歳までの雇用確保措置を講じなければなりません。65 歳までの雇用確保措置が正式に義務

化されるのは、平成 25 年４月１日以降になります。 

 今回の法改正で義務づけられたのは、雇用確保措置を講ずる対策であって、定年年齢を 65 歳に引き

上げることではありません。定年年齢の引き上げは雇用確保措置の選択肢の１つになっていますが、自

社の定年年齢は今までどおりに 60 歳のままでも構いません。ただし、その場合にも 60 歳以上の雇用

1 雇用延長した社員の人件費圧縮は会社の急務 

１│65 歳までの雇用延長が義務化 
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を確保する何らかの措置を講じることが求められます。 

 

（２）雇用確保措置の選択肢 

 事業主は、次の４つの雇用確保措置の中から、自社にあったものを１つ選ばなければなりません。 

 

■雇用延長措置の特徴 

雇用延長措置 特徴 

定年の廃止 
定年そのものを廃止、本人が希望すればいつまでも働き

続けることができる 

定年年齢の引き上げ 定年年齢を 65 歳または法定義務年齢まで引き上げる 

勤務延長制度 
60 歳で正社員としての雇用契約を終了させずに、正社員

のまま雇用を継続する 
継続雇用制度 

再雇用制度 
60 歳で一度定年退社し、新たに嘱託社員等の有期雇用契

約を結ぶ 

 

 ４つの制度には、それぞれメリット・デメリットがあります。 

■雇用延長制度それぞれのメリット・デメリット 

雇用延長制度 内容 

メリット 

●全社員を対象に、本人が希望するまで雇用を保障する 

ことで、社員に安心感を与えることができる 

●必要な人材の退社を防ぐことができる 

定年廃止 

デメリット 

●人件費の増大 

●本人が希望するまで雇用し続けなければならない 

●過剰雇用になる可能性があり、若年社員の求人に影響 

する 

メリット 

●全社員を対象に、定年年齢まで雇用を保障することで、

社員に安心感を与えることができる 

●必要な人材の、定年年齢までの確保が見込める 
定年年齢 

引き上げ 

デメリット 

●人件費の増大 

●定年まで雇用し続けなければならない 

●過剰雇用になる可能性があり、若年社員の求人に影響 

する 

メリット 
●雇用延長する対象者の選抜が認められているため、必

要な社員のみ雇用延長が可能 
勤務延長制度 

デメリット 
●雇用延長の対象から漏れた社員からの反発や意欲低

下、労務トラブルに発展する可能性もある 

メリット 

●雇用延長する対象者の選抜が認められているため、必

要な社員のみ雇用延長が可能 

●労働条件（賃金・職務・労働時間）の変更がしやすい 再雇用制度 

デメリット 
●雇用延長の対象から漏れた社員からの反発や意欲低

下、労務トラブルに発展する可能性もある 
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（１）在職老齢年金の仕組み 

 在職老齢年金とは、働きながら受け取る老齢年金のことをいいます。ただし、本来受け取れる

はずの年金額をそのまま受け取るケースは少なく、60 歳以降の賃金額等に応じて一部（場合に

よっては全部）が減額されるのが一般的です。 

 本来受け取れるはずの年金額は、既に決まっているので工夫のしようはありませんが、60 歳

以降の賃金額等は、会社が決めることができるので、それによってある程度受け取る年金額をコ

ントロールすることができます。 

 在職老齢年金の計算方法は、60 歳代前半と 60 歳代後半で計算方法が異なります。本レポー

トは、60 歳～65 歳の雇用延長がテーマですから、60 歳代前半の在職老齢年金に絞って解説

していきます。 

 在職老齢年金を計算するには、次の２つの基礎数字が必要です。 

 

■在職老齢年金を計算する際の基礎数字 

①基本月額 ＝ 年金の１ヶ月分の額 

②総報酬月額相当額 ＝（60 歳以降の標準報酬月額＋過去１年間の標準賞与額）÷12 

 

 標準報酬月額とは、60 歳以降の賃金に該当する標準報酬月額のことです。そして、標準賞与

額とは、賞与を支給対象となった月数で平均し、1,000 円未満を切り捨てた額のことです。 

 

（２）在職老齢年金の計算方法 

 在職老齢年金の計算方法は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が 280,000 円を超えるか、

超えないかで大きく２つに分かれます。 

 

①（基本月額＋総報酬月額相当額）が 280,000 円以下の場合 

 基本月額と総報酬月額相当額の合計が 280,000 円以下の場合は、年金は支給停止されるこ

となく、全額が支給されます。 

 

②（基本月額＋総報酬月額相当額）が 280,000 円を超える場合 

 基本月額と総報酬月額相当額の合計が 280,000 円を超える場合は、基本月額と総報酬月額

相当額のそれぞれの金額に応じて、次の４つの計算式から該当するものを選んで計算します。 

2 ２つの公的給付の仕組み 

１│在職老齢年金の計算 
 

 



 

 10 

■（基本年金＋総報酬月額相当額）≧ 280,000 円の場合の計算式 

基本月額 総報酬月額相当額 計算式 

基本月額－ 
280,000 円以下 480,000 円以下 

（総報酬月額相当額＋基本月額－280,000）×0.5 

280,000 円超 480,000 円以下 基本月額－（総報酬月額相当額×0.5） 

基本月額－（480,000＋基本月額－280,000）×0.5 
280,000 円以下 480,000 円超 

 －（総報酬月額相当額－480,000） 

基本月額－（480,000×0.5） 
280,000 円超 480,000 円超 

 －（総報酬月額相当額－480,000） 

 

 基本月額が 280,000 円以下、総報酬月額相当額が 480,000 円以下の場合の計算例を次に

あげておきます。 

 

■基本月額が 280,000 円以下、総報酬月額相当額が 480,000 円以下の場合の計算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）高年齢雇用継続基本給付金の計算方法 

 高年齢雇用継続基本給付金とは、雇用保険から支給される給付金の１つで、60 歳から 65 歳

までの間に雇用保険の被保険者として会社に残る場合に、賃金が下がった分を国が補償してくれ

る制度です。 

 高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は、次のすべてを満たすことが必要です。 

 

■高年齢雇用継続基本給付金の支給要件 

①60 歳以上 65 歳未満の雇用保険の被保険者であること 

②雇用保険の被保険者期間が通算して５年以上あること 

レポート全文は、当事務所のホームページの 「企業経営情報レポート」よりご覧ください。 

●年金額（年額） 2,400,000 円 

●基本月額 200,000 円 

●60 歳以降の賃金月額 

 178,000 円 

●60 歳以降の標準報酬月額 

 180,000 円 

●過去１年間の標準賞与額 

 420,000 円 

●総報酬月額相当額 

180,000＋（420,000÷12） 

＝215,000 円

 

●在職老齢年金（月額） 

200,000－ 

（215,000＋200,000－280,000）×0.5 

＝132,500 円
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経営データベース 
 

 

給与計算の基本 
給与計算担当者のための給与計算の基本について教えてください。 

 

 

 

 毎月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、前々月分の社会保険料を口座

振替により受領したという旨と、前月分の社会保険料を口座振替により受領する旨が

記載された『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。 

 

 また、同時に事業所が指定している金融機関には『納入告知書』が送付されます。 『保険料

納入告知額・領収済額通知書』には、従業員と事業主負担分の社会保険料の合計額、児童手当拠

出金の金額が記載されています。 前月に賞与を支給している場合は、賞与の社会保険料も合算

されています。 

 

 『保険料納入告知額・領収済額通知書』に記載されている金額を確認し、事業所が指定してい

る金融機関に社会保険料を納付します。末日には社会保険料が自動的に引き落とされます。 

 

 

■納付期限  

『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付された月の末日（給与を支払った月の翌月末日）  

※納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで 

 

■納付先  

事業所指定の金融機関 

 

■納付後  

翌月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領した旨が

記載された『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。 

 

■ポイント  

事業所が社会保険料を納付する金融機関を指定していない場合は、事業所に『納入告知書』が直

接送付されます。 『納入告知書』を基に、最寄りの金融機関、社会保険事務所または、健康保

険組合で社会保険料を納付します。 

ジャンル： 労務管理 ＞ サブジャンル： 社会保険  

1 

nswer 

uestion 
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経営データベース 
 

 

賞与の社会保険料の納付 
賞与の社会保険料の納付について教えてください。 

 

 

 社会保険事務所または健康保険組合に標準賞与額を申告すると（『健康保険・厚生年金保

険 被保険者賞与支払届』と『健康保険・厚生年金保険 被保険者賞与支払届 総括表』を提

出すると）、翌月中旬に賞与の社会保険料が合算された『保険料納入告知額・領収済通知書』

が送付されます。 

 

 また、同時に事業所が指定している金融機関には『納入告知書』が送付されます。 『保険料納入告知

額・領収済額通知書』に記載されている金額を確認し、事業所が指定している金融機関に社会保険料を

納付します。末日には社会保険料が自動的に引き落とされます。 

 

 

■納付期限  

『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付された月の末日（標準賞与額を申告した月の翌月末日）  

※納付期限が土日祝日の場合は、土日祝日明けまで  

 

■納付先  

事業所指定の金融機関  

 

■納付後  

翌月中旬に社会保険事務所または健康保険組合から、社会保険料を口座振替により受領した旨が記載さ

れた『保険料納入告知額・領収済額通知書』が送付されます。  

 

■ポイント 

事業所が社会保険料を納付する金融機関を指定していない場合は、事業所に『納入告知書』が直接送付

されます。『納入告知書』を基に、最寄りの金融機関、社会保険事務所または健康保険組合で社会保険料

を納入してください。 

2 

uestion 

ジャンル： 労務管理 ＞ サブジャンル： 社会保険  

nswer 


